
ア）婚姻後に新たに住宅を賃借する場合

（例） 住居契約日

R7.11.10

イ）婚姻日から起算して１年を超える日以前から夫婦が同居している賃貸住宅の場合

（例）

ウ-1）婚姻を前提に婚姻日から起算して1年以内に新たに住宅を賃借した場合

（例）

契約日

R7.10.25

ウ-2）婚姻を前提に婚姻日から起算して1年以内に新たに住宅を賃借した場合(R7.4.1より前の契約の場合）

（例） 新たな賃貸住宅

での同居開始日

令和７年度　三沢市結婚新生活支援金　フロー図

※各フローにおける「同居開始日」は、住民票により確認します

婚姻届受理日

R7.2.15 R7.12.1 R8.3.31

新たな賃貸住宅

での同居開始日 婚姻届受理日

R7.4.1 R7.11.1 R7.12.1 R8.3.31

同居開始日 婚姻届受理日

R6.2.1 R7.4.1 R7.11.15 R8.3.31

婚姻届受理日 同居開始日

R7.4.1 R7.11.1 R7.11.15 R8.3.31

対象

引越費用対象

：対象期間

対象外 対象

引越費用対象外

対象

引越費用対象
婚姻を前提とは・・・

・賃貸借契約書等に同居人（婚約者）等

の記載があること

かつ

・対象住宅に住民票を移していること

・賃料

・共益費

※同居開始日からの該当月家賃を

日割り額で算定

対象

対象

対象
対象外

・仲介手数料

・敷金・礼金

・仲介手数料

・敷金・礼金

・賃料

・共益費

・賃料

・共益費

※婚姻届受理日からの該当月家賃を

日割り額で算定

・仲介手数料

・敷金・礼金

・賃料

・共益費

※同居開始日からの該当月家賃を

日割り額で算定

契約日

R7.2.1 R7.4.1

・仲介手数料

・敷金・礼金

・賃料

・共益費

※４月以降に支払った額が対象

対象外

・賃料

・共益費
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※各フローにおける「同居開始日」は、住民票により確認します

：対象期間
エ-1）夫婦の一方が婚姻前から賃借していた住宅の場合

（例） 婚姻届受理日 婚姻届受理日

R7.11.1 R8.2.14

エ-2）夫婦の一方が婚姻前から賃借していた住宅の場合（R7.4.1より前から同居していた場合）

（例） 婚姻届受理日

R7.4.1 R7.8.1

同居開始日居住開始日

R6.2.1 R7.2.1 R8.3.31

同居開始日居住開始日

R6.2.1 R7.4.1 R7.11.15 R8.3.31

別の住まい
夫が賃借していた住宅に

妻が同居

対象外

引越費用対象

対象

・仲介手数料

・敷金・礼金

・賃料

・共益費

別の住まい
夫が賃借していた住宅に

妻が同居

対象外 対象

・賃料

・共益費

※同居開始日から該当月家賃を

日割り額で算定

婚姻日は同居開始日の

前後どちらでも可

引越費用対象外

対象外

・仲介手数料

・敷金・礼金

・賃料

・共益費

・賃料

・共益費

・賃料

・共益費

※４月以降に支払った額が対象


